
　　表計算 　 喫茶サービス ビルクリーニング

　 オフィスアシスタント 　　縫製 木工

フリガナ

氏　　　名

　令和８年４月１日現在

才 

市
郡

　　　

電話番号（ 　　　　　　　　　　　　） 　メールアドレス（ ）

勤務先又は学校名 担当者

市
郡

電話番号

メールアドレス

6 補助具の使用状況※

7 通訳の必要の有無※ 要　　　不要 ※左記で「要」とした場合⇒ 手話通訳 要約筆記

8 来場方法※

9
交通費申請※

（公共交通機関利用者のみ）
選手 （する・しない） 付添又は介助者 （する・しない）

参加者本人との関係

参加者本人との関係

11
通知文書の

送付先・連絡先※
上記３　現住所 上記４　勤務先又は学校

・ワード・プロセッサ、表計算、写真撮影の方は、裏面の確認事項を記入してください。

◇留意事項
・※は、該当する項目を○で囲んでください。

・4「担当者」については、主催者から連絡があった際にご対応が可能な方をご記入ください。

・5は、障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「法」という。）の第２条第２号及び第３号に規定する身体障害者である場合は「身

体障害」に、法第２条第４号及び第５号に規定する知的障害者である場合は「知的障害」に、法第２条６号に規定する精神障害者である

場合は「精神障害」にレ点を付けて下さい。（障害が重複する場合は、該当する障害欄すべてに記入してください。）

・10については、付添者または介助者がいる場合に記入してください。また、電話番号については、日中に連絡の取れる番号をご記入く

ださい。

・手帳等の写しは提出不要です。

・定員を超える申込みがあった競技については、人数調整を行うことがあります。

　【申込締切日：5月22日（金）】消印有効※郵送の場合、個人情報を含むため簡易書留等での送付を推奨しています。

　　〇申込先　大会事務局　

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　秋田支部　高齢・障害者業務課

〒010-0101　潟上市天王字上北野4-143　　E-mail akita-kosyo@jeed.go.jp

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構は、「個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第57号）を遵守し、保有個人情報を適切に管理します。　　

　　車椅子　　  松葉杖　(両・片)　　 　補聴器　　 　その他(　　　　　　　　　　　　　　　)

    公共交通機関　　　自家用車等　　　スクールバス　　　その他　(　　　　　　　　　　　　　)

10

大会当日の付添者
又は

介助者

フリガナ
電話番号

氏　　　　名

フリガナ
電話番号

氏　　　　名

□身体障害者手帳
□指定医や産業医による診断書・意見書等

肢体不自由　　視覚障害　　音声・言語障害　　聴覚障害
内部障害　　　その他の障害（　　　　　　　　　　　　　 　　）
　※いずれかに〇印をつけて下さい

□知的障害

　（　A　・　B　）

□障害者手帳（療育手帳、愛の手帳等）
□判定書　※知的障害者判定機関等において知的障害があると判定されている方に
　　　　　　ついてはこちらにチェックをつけてください。

□精神障害

 　(　　   )級

□精神障害者保健福祉手帳
□医師の診断書等(統合失調症、そううつ病又はてんかんの診断を
　主治医、産業医等から受けている場合は、そのことを証明できる書類）

4
所在地

〒　　 　-

5 障害の種別等

□身体障害
第(　 　)種(　 　)級

3 現 　住　 所

〒　　   -

第２５回秋田県障害者技能競技大会(アビリンピックあきた2026）　参加申込書

申込日　  令和　　　年　　  月　  　日

裏面の「第２５回秋田県障害者技能競技大会参加に係る同意事項」に同意し、秋田大会の参加を申し込みます。

1 参加競技種目※
ワード・プロセッサ

　     写真撮影

2

生 年 月 日 昭・平　   　  年　  　月 　 　日生 年　齢



上記同意事項の除外申請について　※同意事項４・５の一部除外を希望する方は、下記について記入してください。

●同意事項４

●同意事項５

　⇒□撮影
さつえい

の自粛
じしゅく

を要請
ようせい

します。

　　　（有・無）

　※使用する撮影機材については、各自持込をお願いします。

　◇カメラ等 ◇障害によるカメラ等保持用具持参

　□デジタルカメラ（一眼レフを除く）

　□スマートフォン（アンドロイド Ver.　    ）（iOS Ver.     　　  )

　□デジタル一眼レフ・ミラーレス　  □タブレット（　　　　　　　）

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

６．技能
ぎのう

競技
きょうぎ

において製作
せいさく

された作品
さくひん

の所有権
しょゆうけん

及
およ

び著作権
ちょさくけん

（著作権法
ちょさくけんほう

第
だい

27条
じょう

及
およ

び第
だい

28条
じょう

に規定
きてい

する権利
けんり

を含
ふく

　む）は、すべて機構
きこう

に譲渡
じょうと

すること。当該
とうがい

作品
さくひん

等
とう

に係
かか

る著作者
ちょさくしゃ

人格権
じんかくけん

を行使
こうし

しないものとすること。

７．アビリンピックあきたの会場
かいじょう

に持
も

ち込
こ

む所有物
しょゆうぶつ

（私物
しぶつ

）に関
かん

しては、自己
じこ

の責任
せきにん

において管理
かんり

し、主催
しゅさい

　た場合
ばあい

は、主催者
しゅさいしゃ

が速
すみ

やかに応急
おうきゅう

の処置
しょち

を行
おこな

うこと。

□ノート型

５．主催者
しゅさいしゃ

及
およ

び主催者
しゅさいしゃ

が認
みと

めた者
もの

が、アビリンピックあきたの開催
かいさい

期間中
きかんちゅう

に写真
しゃしん

・動画
どうが

等
とう

を撮
さつ

影すること及
およ

び

　当該写真
とうがいしゃしん

・動画
どうが

等
とう

をアビリンピックに関
かん

する各種
かくしゅ

広報
こうほう

物
ぶつ

（ホームページ、新聞
しんぶん

、雑誌
ざっし

、DVD、YouTube

　等
とう

への掲載
けいさい

を含
ふく

む）に使用
しよう

すること。

　大会当日
たいかいとうじつ

は、腕章
わんしょう

（布
ぬの

、テープなども可
か

）を各自
かくじ

ご準備
じゅんび

いただき、両腕
りょううで

につけてください。

　「来場者等
らいじょうしゃとう

に配布
はいふ

する大会
たいかい

プログラムの参加選手名簿
さんかせんしゅめいぼ

、展示
てんじ

や広報資料
こうほうしりょう

に掲載
けいさい

する競技作品
きょうぎさくひん

に「氏名
しめい

」及
およ

び

「勤務先又
きんむさきまた

は学校名
がっこうめい

」を表示
ひょうじ

します。」

　⇒□「氏名
しめい

」のイニシャル表示
ひょうじ

「　　　　　　」を要請
ようせい

します。

　⇒□「勤務先
きんむさき

又
また

は学校名
がっこうめい

」の非表示を
ひひょうじを

要請
ようせい

します。

　上記要請
じょうきようせい

に関
かか

わらず、入賞者
にゅうしょうしゃ

は、「氏名
しめい

」及
およ

び「勤務先又
きんむさきまた

は学校名
がっこうめい

」を公表
こうひょう

します。

　「主催者及
しゅさいしゃおよ

び主催者
しゅさいしゃ

が認
みと

めた者
もの

が、会場内
かいじょうない

で写真・動画
しゃしん・どうが

を撮影
さつえい

します。」

４．参加
さんか

申込書
もうしこみしょ

記載
きさい

事項
じこう

のうち、「氏名
しめい

」及
およ

び「勤務先
きんむさき

又
また

は学校
がっこう

名
めい

」等
とう

をアビリンピックに関
かん

する各種
かくしゅ

印刷
いんさつ

　物
ぶつ

に掲載
けいさい

・配布
はいふ

し、作品
さくひん

展示
てんじ

の際
さい

に表示
ひょうじ

すること。入賞
にゅうしょう

された方
かた

は当機構
とうきこう

ホームページ及
およ

び報道
ほうどう

機関等
きかんとう

◇写真撮影競技に関する確認事項　競技種目が写真撮影の方はご記入ください。

　者
もの

に過失
かしつ

がない場合
ばあい

の事故
じこ

・過失
かしつ

による損壊
そんかい

・紛失
ふんしつ

等
とう

においては、主催者
しゅさいしゃ

を免責
めんせき

すること。

◇パソコン競技に関する確認事項　競技種目がワード・プロセッサ、表計算の方はご記入ください。

　※使用するパソコンについては、各自持込をお願いします。

　◇持込パソコン仕様
□デスクトップ

　メーカー  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　機種名　  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　OS　　  　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　オフィス　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　持ち込むパソコンのOS

及びオフィスは必ずご

記入ください。

　へ公表
こうひょう

する予定
よてい

であること。また、その他
ほか

の申込書
もうしこみしょ

記載
きさい

事項
じこう

をアビリンピック開催
かいさい

に関
かん

する情報処理
じょうほうしょり

　及
およ

び業務統計
ぎょうむとうけい

、開催
かいさい

案内
あんない

等
とう

に使用
しよう

すること。なお、「縫製
ほうせい

」「木工
もっこう

」は、参加資格
さんかしかく

として障害

　の種別
しゅべつ

を定
さだ

めているため、選手
せんしゅ

の障害
しょうがい

の種別
しゅべつ

が明
あき

らかになること。

３．技能
ぎのう

競技
きょうぎ

及
およ

びそれに付随
ふずい

するアビリンピックあきたの行事
ぎょうじ

参加中
さんかちゅう

にケガを負
お

った場合
ばあい

又
また

は疾病
しっぺい

等
とう

に罹
かか

っ

◇第２５回秋田県障害者技能競技大会参加に係る同意事項

１．アビリンピックあきたへ参加
さんか

可能
かのう

な体調
たいちょう

であることを予
あらかじ

め確認
かくにん

（必要
ひつよう

に応
おう

じて医師
いし

への確認
かくにん

を含
ふく

む）のう

　え、参加
さんか

すること。

２．自己
じこ

の責任
せきにん

において自身
じしん

の体調
たいちょう

・安全
あんぜん

管理
かんり

を行
おこな

う（必要
ひつよう

な服薬
ふくやく

等
とう

の持参
じさん

を含
ふく

む）こと。


